
西沢生コン(概要情報)

労働費貴会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。 )

[命令一覧に戻る] [顛末情報]

概要情報 

事件名 ��ﾉ�)�h5(92�

事件番号 �(i┴効��[ﾙ�ﾈ�YD竕W8ﾜB��cS畏b�
中労委　平成6年(不再)第9号 
中労委　平成6年(不再)第10号 

再審査申立人 冲ﾈﾌ�檍���ﾉ�)�h5(92�

再審査申立人 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YB�

再審査被申立人 冲ﾈﾌ�檍���ﾉ�)�h5(98���ﾃyd��ﾂ�

再審査被申立人 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YB�

命令年月日 兌ﾙ�ﾃ��D���ﾈ���?｢�

命令区分 �ｩYI¥�ｈ��)kﾙ}�/�ﾙYH竧��+R��

重要度 兒��

事件概要 ��ﾉ�)�h5(92��ｨ�X檍���h,h*(*H�"�*｢�����/���藕+YZｨ檍､ﾈ/���ﾍ�+X+ﾘ���"��xﾘr�
事務所貸与、賃上げ等に関する不誠実団交、(3)事前協議約款に反して分会喜 

鶉絹龍諾讐籠翳悲離籍讃籠 
社及び組合は、再審査を申立てたが、中労委は、(1)及び(2)のうち組合事務所 

鶉翳語詣醇灘架瑞議詳豊艶絃霧難読 
いとして初審命令を取り消した。また、(3)については初審命令を-部変更した。 
なお、組合は会社以外の7法人についてはこれを却下した初審命令を不服として 
再審査を申し立てた。中労委は、これを棄却した。 

命令主文 ���(i┴勾[ﾙ�ﾈﾋ9D竕W8ﾜB��cS畏h馼ﾈ�,佛x.傀��)kﾙ}�Y[i�c�ﾘ�/�竧��+R�
、国頭についての全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(以下「組 メゝ. 
口 」という。)の救済申立を棄却する。 

Ⅱ　同事件に係る初審命令主文第2項を次のとおり変更し、同項についての 
その余の組合の救済申立てを棄却する。 

2　有限会社西沢生コン(以下「会社」という。)は、組合員X「に対 
して、昭和62年7月分から同63年4月分(同月分については同人がストライ 
キを行うまでの間に相当する額)までの問の手当相当額(月額2万円)を支払わ 
なければならない。 
Ⅲ　会社のその余の再審査申立てを棄却する。 

BI中労委平成6年(不再)帯9号及び第」0号事件に係る初審命令主文第」 
項を取消し、同項についての組合の救済申立てを棄却する。 
Ⅱ　組合の再審査申立てを棄却する。 

判定の要旨 ��#�9�X�ｩ:ﾉ��,hｼik�ex･��
0205　第三者・取引先等への働きかけ 
0208暴力"不穏当な言動を伴った組合活動 
0209会社役員宅等への抗議行動 
会社に対する組合の抗議の態様は、会社の業務を不当に混乱させ妨害するもの 
であったり、取引先に対する会社の信用を故意に失墜させるものであり、組合が 
個人の私生活の平穏を不当に乱す行為をも行っていたことからすれば、組合の 
行為は到底正当な組合活動とはいえないとされた例。 

0203　職場闘争と業務妨害 
0205第三者"取引先等への働きかけ 
0208　暴力"不穏当な言動を伴った組合活動 
1800会社解散"事業閉鎖 
会社が解散を決定したのは、組合による正当な組合活動とは言い難い行為や会 
社の取引先等に対する組合の意図的な信用実損行為等によって、取引先からの 
信用を壊失し、その結果、生コン出荷量が低迷し、会社の業績が極端に悪化した 
ことに加えて、会社再建への努力も組合の協力が得られず、組合の正当な組合 
活動とはいえない行為も続く中で、もはや事業の継続が不可能な状態にまで追い 
込まれたことに主な原因があったとみるのが相当であり、会社の解散と分会員の 
解雇が不当労働行為には当らないとされた例。 

2242　回答なし 

2300賃金t労働時間 
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西沢生コン(概要情報)

4102　承認・合意 

賃上げ及び一時金に関する団交における会社の懲度が誠実であったとは認めら 
れないが、その後の団交で経営資料を組合に示し経営状況を十分説明したもの 
の結局平行線のまま終ったことや、すでに解散し、現在清算手続中であり、事業 
の再開の見通しもないことを併せ考えると、もはや救済する必要がなくなったもの 
と判断された例。 

0203職場闘争と業務妨害 
2306　便宜供与 

3604労働者に落度がある場合 
組合事務所等の便宜供与に関する団交については、会社は当初から繰り返し拒 
否する意向を表明していたが、組合は団交の中で解決しようとせず、実力をもって 
休憩室等を組合事務所として使用するとともに、会社業務を妨害する行為を継続 
して行っていたのであるから、団交における会社の態度のみを不誠実なものと非 
難することはできないと判断された例。 

「200　降格"不昇格 

2901組合無視 
4408　バックペイが認められなかった例 

会社が組合と事前協議約款を締結していたにもかかわらず、分会書記長Xlの処 
遇等に関して、組合と協議することなく、不確定なまま放置していたことは、同人を 
不利益に取扱い、組合の弱体化を企図したものとみるのが相当であると判断し、 
救済方法については、同人が解雇に至るまで無期限ストライキを行っているの 
で、ストライキ期間中の手当相当額を控除した額の支払いを命じることが相当と 
判断された例。 

4916企業に影響力を持つ者 
会社とグループ関係等にあった7法人が、分会員に対して指示・命令していた等、 
使用者性を認めるべき疎明はないとして、7法人は分会員との関係において、使 
用者には当たらないと判断された例。 

業種"規模 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉ�ｹ�(ｼb�

掲載文献 儻99i┼:ﾘﾗ8郊馼ﾈ�ﾙ}�s��(�s等¥R�

評釈等情報 �(h匯┼:ﾘ鳬_��涛僖�8ﾈ���鼎畏c�Y¥R�

顛末情報 ��

事件番号/行訴番号 冖ﾙ}�iZ｢�ｸﾈ粟iZ｢�命令年月日/判決年月日 

徳島軸営香　昭和62二年(不)笛4号 �ｩYHｷ鞋�kﾙ}��益[h,亶鞋�IZｨ,hﾝ��平成1年5月16目決定 
却又は却下部分を含む) 

大阪触覚喜　平慮1毎(不)笛53号 �ｩYHｷ鞋�kﾙ}��益[h,亶鞋�IZｨ,hｯﾂ�平成6年2月18日決定 
却又は却下部分を含む) 

賀意翫裁　平成11年(行う)笛18号 ����,ﾈｯﾈｷ��り平成13年4月25日判決 

韓駈講堂釜鶉翳欝6KBytehります。また・ PDF形式になっていますので・ご覧になるにはAdobe Reader(鮒)
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西沢生コン(概要情報)

労働委貴会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。 )

[命令一覧に戻る] [顛末情報]

概要情報 

庫件名 ��ﾉ�)�h5(92�

i事件番号 ��Xﾞ9&驗ｨ効��[ﾙ�ﾃ�D竕W2��cS8ﾘb�

i申立人 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YB�

i被申立人 冲ﾈﾌ�檍�����ﾉ�)�h5(92�

被申立人 冲ﾈﾌ�檍�����ﾉ�(ﾉｨﾝ�5�-�*店9h��

被申立人 冲ﾈﾌ�檍����ｸｹoｸ5ｨ985��ｹ�ﾉ�"�

命令年月日 兌ﾙ�ﾃiD�(ﾈ���?｢�

命令区分 �ｩYHｷ鞋�kﾙ}��益[h,亶鞋�IZｨ,hｯﾈｷ�iH,ﾘｷ�岔YIZｨ/�ｭﾈ-竰�

重要度 兒��

事件概要 儺ﾘ･ﾈｶ8����,NTｸﾙI~ｨﾝHｺ9��{I�,僵ｨ*)�xﾘx醜/���ﾍ��

大阪地労委は、解雇撤回及びバック"ペイ(賃金相当額の60%)の支払いを命 じ、N建材店等7社に対する申立ては却下した。 

命令主文 ��Nﾙ�ﾉzy�ﾉtﾈﾌ�檍���ﾉ�)�h5(98,ﾘ���ﾉzy�ﾉ�xﾘx,ﾉ�ﾉ�)�h5(99Zｨ檍醜,���+X��[ﾒ�

讃諾懸欝競讃寵馳鵜殿課業 
篭籠器議藷霜害翳翳闇鶉罫 3申立人のその他の申立ては棄却する。 

判定の要旨 �������檍����薐(馼ｼi¥(ﾛﾒ�

諾耀藷認諾離縁築き鱒喜怒鞘離籍攫謀瀧 
く、組合を嫌悪し、これを壊滅することを企図した不当労働行為であるとされた 
例。 

5001将来における予防、不特定な内容の請求 
企業廃止の自由といえども濫用されてはならず、組合を嫌悪し、分会を壊滅する ことを企図して行うことは許されないとされた例。 

4915　親会社 

会欝翳繋懇話蒲寵籠離潟諜凝議認購誤ま 
の関与、分会員に対する指揮命令権はなく、分会員の使用者ではないとされた 
例。 

4917使用者団体 

舎欝捷擬竺主祭鵠頴頴藷響醐 ないとされた例。 

5006採用の請求 

讃患謹営鰯某の髄である会社解散決議の無効について判断す 

4407　バックペイの支払い方法 

本件会社解散決議に至った事情及びその後の会社の状況を考慮して、解雇され 
た元年9月18日以降、従業員としての身分を失うまでの間の賃金相当額の60%相 
当額を命ずるのが相当とされた例。 

菜種"規模 冽�ｼb)7����ｹV��ｹ�(ｼb�

掲載文献 儻99i┼:ﾘﾗ8郊馼ﾈ�ﾙ}�s祷�##Y¥R�

評釈等情報 ��



西沢生コン(概要情報)

労働委貴会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。 )

[命令一覧に戻る] [題末情報]

概要情報 

事件名 夜�ﾉ�)�h5(92�

事件番号 �;�8y&驗ｨ効��諸��c)D竕W2��cHﾘb�

申立人 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t���鞁┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YB�

被申立人 冢)tﾈﾌ�檍�����ﾉ�)�h5(92�

命令年月日 兌ﾙ�ﾃ�D綛ﾈ��i?｢�

命令区分 �ｩYHｷ鞋�kﾙ}��益[h,亶鞋�IZｨ,hｯﾈｷ�iH,ﾘｷ�岔YIZｨ/�ｭﾈ-竰�

重要度 ��

事件概要 ���*ｨ�����,�ｾ��ﾈﾆ�9�,亊h+x.�&8ﾏ�/��ﾘ��,俎8.ﾘ,�*�,�+ﾘ+�,h���"兒ｨ檍��ｴﾉ+r�
X「の身分を不確定のまま放置し、工場長手当をカットしたことが争われた事件 
で、(1)誠意をもって団交を行うこと、(2)Xlを工場長と同様の職務に就労させること 
及び工場長手当の支給を命じ、陳謝文の掲示については棄却した。 

命令主文 ��Nﾙ�ﾉzy�ﾈ,ﾘ���ﾉzy�ﾈ*ｨ諸��c)D紿ﾈ�)?ｩWH��:��3�?ｩWHｷ�-�:�緝ﾈ��9?ｩWH,R�
申し入れた要求率項について、誠意を持って団体交渉に応じなければならな ヽ 
し。 2被申立人は、申立人組合員Xlに対し、牟岐工場閉鎖後も、同人が同工場長の 

職にあった　時と同様の職務に就かせ、かつ、工場長手当の名称で同人に支給さ 
れていた月額2万円の手　当を支給しなければならない。 
3　その余の申立は、これを棄却する。 

判定の要旨 ��#��迚ZX*)'�B(ｸｹWHﾛy¥｢�
会社が工場を閉鎖し、工場長である分会書記長X」の身分を不確定のまま放置 
し、一方的に工場長手当をカットしたことは、同手当がXl個人の諸業務に対して 
与えられた手当と認められるから不当労働行為であるとされた例。 

2240説明"説得の程度 
申立人組合の分会結成と同時に申し入れた分会事務所の貸与等3項目、賃金体 
系の明確化等6項目及び賃上げ等2項目の要求に関する6回の団交における会 
社の態度が誠意に欠けるとされた例。 

業種"規模 冽�ｼb)7����ｹV��ｹ�(ｼb�

掲載文舐　　　　　　　り 儻99i┼:ﾘﾗ8郊馼ﾈ�ﾙ}�sド�Cs)¥R�

評釈等情報 ��

顛末情報
事件番号/行訴番号 冖ﾙ}�iZ｢�ｸﾈ粟iZ｢�鮒命令年月日/判決年月日 

大阪地労委　平成’1年(不)笛53号 �ｩYHｷ鞋�kﾙ}��益[h,亶鞋�IZｨ,hｯﾂ�ｷ�iH,ﾘｷ�岔YIZｨ/�ｭﾈ-竰�平成6年2月18日決定 

中労委　平成1年(不再)篤58号/他 �ｩYI¥�ｈ��)kﾙ}�/�ﾙYH竧��+R��平成10年11月18日決定 

串常套　平成6年(不再)篤10号/他 �ｩYI¥�ｈ��)kﾙ}�/�ﾙ78竧��+R��平成10年11月18日決定 

中指委　平成6年(木南)篤9号/他 �ｩYI¥�ｈ��)kﾙ}�/�自78竧��+R������平成10年11月18日決定 

貴意珊三越　平成11毎(行ウ)箆18号 ����,ﾈｯﾈｷ��平成13年4月25日判決 

捻盤講堂塗鶉欝欝3KBytefoりますoまた・ PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(翻)

https.〃wvw. mhl w. goj p/churoi血eirei-Jlb/mei血O 1 95 6.html



西沢生コン(概要情報)

労働委員会関係裁判例データベース

[判例一覧に戻る] [顛末情報]

概要情報 

事件名 册��ﾉ�)�h5(92�

事件番号 �8ﾈｹ�&鞏兌ﾙ�ﾃ��D竏ﾗ84R��c�畏b�

原告 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YB�

被告 �(h匯┼:ﾘ効ｴﾘ橙�

被告参加人 冲ﾈﾌ�檍���ﾉ�)�h5(92�

判決年月日 �.閏ﾙ�ﾃ�9D紿ﾈ�#Y?｢�

判決区分 倚ｹ���,ﾈｯﾈｷ��

重要度 ����

事件概要 冏ｸﾈ�,ﾘ��檍��*ｨ��tﾈﾌ�檍���ﾉ�)�h5(92��ｨ�X檍���h,h*(*H�"�*ｨ������9?ｩgｸﾉｩ�ﾒ�
運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(以下「組合」という。)の西沢生コン分会 
(以下「分会」という。)に関わる、賃上げ"一時金の支給等に係る団交申し入れに 
対して、誠意をもって応じなかったこと、(2)会社の牟岐工場閉鎖に際して、同工 
場の工場長であった分会書記長のX3の処遇等に関し、放置していたことが不当 
労働行為であるとして申立てがあった事件(平元(不再)58)、及び会社が、(3)組 
合を壊滅する意図をもって会社を解散し、分会員を解雇したことが不当労働行為 
であるとして会社及び会社とグループ関係にあった7法人を被申立人として、申立 
てのあった事件(平6(不再)9"10)である。 
初審徳島地労委(昭62(不)4、平元"5・16決定)は、会社に対し、(1)誠意のある 

団交の実施、(2)X3を同工場長の職にあった時と同様の職務に就労させること及 
ぴ工場長手当の支給を命じ、その余の組合の救済申立てを棄却したところ、会社 
はこれを不服として再審査の申立てを行った。 
初審大阪地労委(平元(不)53、平6・2"18決定)は、会社に対し、(3)分会員らの 

解雇撤回及びバックペイを命じ、会社以外の各被申立人に対する申立ては却下 
し、その余の組合の救済申立ては棄却した。これを不服として組合と会社は、そ 
れぞれ再審査の申立てを行った。 
中労委は、初審徳島地労委命令のうち、(1)誠意ある団交の実施命令について 

は取消し、この点に関する組合の救済申立てを棄却したほかは、会社のその余 
の再審査申立てを棄却し、また、初審大阪地労委命令のうち、(3)解雇撤回等の 
命令を取消し、この点に関する組合の救済申立てを棄却するとともに、組合の再 

謀議蒲諜轟諾親臨義籠智行踊訟が提起されていた 
判訣主文 ��Nﾘﾙ�*ｩ(i┴勾[ﾙ�ﾃ)D竕W8ﾜB��chﾘh馼ﾈ���)�Xﾞ9&驗ｨ効諸��c)D竕W2��ccr�

号事件)について、平成9年12月17目付けで発した命令のうち、I項の1から5まで 
及びi噸を取り消す。 
2訴訟費用は被告の負担とし、補助金加によって生じた費用は被告補助参加人 
の負担とする。 

判決の要旨 ��#�9�X�ｩ:ﾉ��,hｼik�ex･��
1800会社解散・事業閉鎖 
会社の解散及びこれに伴う組合の組合員らを含む従業員の解雇は、同組合員ら 
の違法な争議行為や組合活動に起因する、海南工場の操業停止及びその続行 
並びに操業再開後も行われた同組合員らの違法な組合活動による会社の信用 
毀損行為のため、生コンの販売実勢が著しく減少して経営状況が悪化し、これに 
対して会社が経営再建に向けて様々な努力を尽くしたにもかかわらず、組合から 
の協力が得られなかったことなどから、会社において、もはや事業を継続し得な 
い状況に追い込まれたことによって余儀なくされたものであるから、不当労働行為 
に当たるということはできない。 

0201就業時間中の組合活動(含職場離脱) 
0202　会社施設の利用 
0203　職場闘争と業務妨害 

昭和62年4月2目付け要求事項のうち、会社施設の利用並びに就業時間内の組 
合活動及びこの間の賃金支給を求める部分は、組合は会社から、事務所の貸与 
及び就業時間内の組合活動等の便宜供与に応じない旨回答を受けた後、海南 
工場内の会社施設(休憩室)に無断で組合事務所を設置して、就業時間中に会 
社の事業を妨害する、違法な組合活動を継続して行っていたものであるから、会 
社が、組合に対し、事務所の貸与及び就業時間内の組合活動等の便宜供与に 
応じない旨回答したことをもって、直ちに、右便宜供与に関する交渉に応じなかっ 
たとまでいうことはできない。 

2249　その他使用者の態度 

昭和62年4月30目付け要求に関する団体交渉を見ると、組合員X」の配転は、同 



西沢生コン(概要情報)

年5月19目の団体交渉において、同月中を目処に実行する旨述べており、その余 
の事項についても、その都度の経営状況に照らした回答をしているものと認めら 
れることから、団体交渉に誠実に応じなかったとまでいうことはできない。 

2250未妥結"打切り"決裂 
昭和62年6月13目付け要求に関する団体交渉を見ると、会社は、経営状況に照ら 
して臆時金10万円との回答をし、さらには経営状況を説明するために経営資料を 
提示したが、最終的には、組合が労使紛争の解決を求めて互いに譲歩せず、交 
渉が行き詰まったものと認められることから、誠実に団体交渉に応じていなかった 
ということはできない。 

1200　降格"不昇格 

2901組合無視 
会社が組合員X2の昭和62年7月分以降の給与から、工場長手当2万円分をカット 
したことは、組合活動を理由とする不利益取扱いとして、X2の処遇につき事前協 
議約款に反して組合と協議することなく、これを長期間にわたって不確定のまま 
放置したものであり、不当労働行為に当たる。 

4408　バックペイが認められなかった例 

本件において、昭和63年4月13日以降、×2がストライキに入っていることを考える 
と、昭和62年7月以降、昭和83年4月分(同月分については、同人がストライキを 
行うまでの間に相当する額に限る。)までの工場長手当相当額の支払いを命じる 
のが正当である。 

4916企業に影響力を持つ者 
協同組合を除く西沢建材店らが、会社との問で資産及び経理の面で混同し、全体 
として密接不可分な一個の企業体として存していたこと、右各会社の職制が会社 
の従業員に対する指揮命令権を有していたこと、協同組合が、会社と従業員との 
労使関係について直接の影響力又は支配力を有していたこと等の主張事実につ 
いては、いずれについても、右事実を認めるに足りる証拠は見当たらず、西沢建 
材店らが、原告の組合員らとの関係において、労働組合法第七条にいう使用者 
に当たるものということはできない。 
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